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自治基本条例に対する意見 例１ 

 

自治基本条例や、まちづくり基本条例などは、市民の直接政治参加を可能にするものですが、このような制度

を地方自治体が勝手に作ることは憲法上認められておりません。しかも時間に余裕のある人だけが得をする非

常に不平等な制度です。もし法と民意に基づいて自治を行うとすれば、このような制度は廃案にする以外にな

いと考えます。 

 

上記の問題点に加え、市民の定義が広すぎるという問題もあります。市民には外国人や住民以外のものも含ま

れています。しかしこれは国民主権の原理に反することはもちろん、住民自治の原理にも反します。（住民自治

とは、地方自治は住民の意思に基づいて行われるという意味です。よく、市民参加や協働と結びつけて定義す

る方もおられるようですが、それは間違いですのでお気を付けください。ウィキペディアをはじめとするオンライ

ン辞書にちゃんと定義されていますので、この際確認されることをお勧めします。）外国人や住民以外の者が

市政に参加できるような定義の仕方はすべきではありません。 

 

住民投票については、そもそもこのような制度が必要かというところからしっかり議論すべきではないでしょうか。

改めて十分な議論する機会を設けるべきであり、この条例案に盛り込む必要はないと考えます。 

住民投票の投票権者に外国人や未成年を含めることは、私は賛成できません。まず、国民主権の原理に反し

ます。また多くの国民が、外国人や未成年が政治参加することに対し反対の意見を持っています。そのような

者は、「日本」という国全体の在り方という視点から地方政治を考える能力が十分に備わっていないからです。 

投票権者を選挙権を有する者と規定する方法もありますが、ここはしっかりと「日本国籍を持つ 20 歳以上の者」

と規定すべきです。 

 

未成年にも参政権を与えるようですが、前述の通り未成年にはまだ地方行政についてバランスの取れた判断

をする能力が備わっていない可能性が高く、またいずれにせよ直接民主制の導入につながりますので、未成年

の政治参加は不適切です。 

 

自治基本条例やまちづくり基本条例の多くは最高規範性が与えられ、他の条例などに整合性が求められます

が、条例同士で優劣があるというのはおかしいと思います。地方自治法にそのような条例を作る手続きが書い

てあれば認められますが、当然そのような法律は存在しないわけですから、最高規範性を与える法的根拠がま

ったくありません。一つの条例にすぎないものに最高規範性を与えるべきではないと考えます。 
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自治基本条例に対する意見 例２ 

 

 本条例案では、市民の市政への参加が規定されてます。つまりこの条例案は直接的な民衆の政治参加を取

り入れたものということになります。しかしご存知のように、日本国憲法では代表民主制が原則であることが明記

されており、直接民主制としての市民の政治参加は憲法、もしくは国会の代表者が規定した法律で認められた

もの以外に、自治体が条例で定めることは憲法違反となります。 

 落ち着いて考えれば分かることですが、国民の権利を守るための憲法がなぜ代表民主制を原則としたかと

いうと、直接民主制では声の大きい者、時間的余裕のある者の考えだけが優先され、不平等な結果をもたらす

からです。法的秩序を保ち、住民の利益を守るためには、このような制度を主な目的としているこの条例案は

廃案とすべきと考えます。 

 

 その他の問題点ですが、市民の定義があまりに広すぎます。市政に参加できる市民に外国人や区域外の住

民まで含まれていますが、この事実を住民に広く知らせ、外国人などを市政に参加させてもよいかどうか、その

是非を問うたのでしょうか。もしまだそのような措置を取っていないならば、まずそのような措置を取ってから案

を作成すべきです。 

 私の考えでは、市政に参加できる市民に外国人を含めることは、国民主権の原理に違反します。また区域外

の住民に参政権を与えれば、住民の意思に反して市政が動かされる恐れがあり、「住民の意思に基づいて地

方自治が行われる」とした住民自治の原理にも違反します。 

 情報共有も問題となります。本来の住民に対しても情報共有は適正に行われるべきことは当然ですが、まし

てや外国人や区域外の住民にまで情報共有することは、場合によっては重要な情報の漏えいにもつながりか

ねません。 

 以上の問題点をこの条例から排除するため、市民等の定義を日本国籍を持つ住民に限定するようにしてくだ

さい。 

 

 住民投票についても定めてありますが、住民投票という制度はそう安易に導入すべきではありません。どうし

ても必要な制度かどうかということをしっかりと住民同士で話し合ったうえで、改めて別の条例で定めることもで

きます。今回は住民投票については削除するようお願いします。 

 もし本条例案に住民投票について規定するとすれば、投票権者の問題が出てきます。国民に主権があること

や、政治についての判断能力などを考慮して、ここでは日本国籍を有する成人と明記してください。 

 

 さらに、未成年にも直接民主制による参政権が与えられています。しかし前述した通り、そもそも直接民主制

が不適切である上に未成熟な者に参政権を与えるというのは地方行政というものを軽く見すぎています。自治

体が取り組むべきは議会の活性化と議員の資質向上であり、法的秩序と常識を逸脱した方策を取るべきでは

ありません。 

 

 多くの場合まちづくり基本条例には最高規範性が与えられていますが、他の条例と何ら変わりのない条例に

最高規範性が与えられる法的根拠はありません。本条例でも、最高規範性を与え他の規定に整合性を求める

というような、法的秩序を無視した規定を盛り込まないようお願い致します。 

 


